
議案第９３号  

 

 

   調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改  

正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

平成３０年１１月３０日  

 

 

提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

西調布北第１自転車駐車場ほか１箇所の新設及び調布南オートバイ駐車場

の廃止並びに時間ぎめ使用の基本的な使用時間の延長及び適用車種の追加を

するとともに，所要の改正を行うため，提案するものであります。  



 

 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改    

   正する条例  

 

 

 調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１１年調布市

条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

 

 

 第３条第６号中「までをいう」を「までをいう。以下「基本使用日」とい

う」に改め，同条第７号中「６時間」を「１２時間」に，「する。」を「す

る。以下「基本使用時間」という。」に改め，同条第８号中「受けた月」を

「受けた月（以下「基本使用期間」という。）」に改める。  

 第５条第２項中「日，時間若しくは期間」を「基本使用日，基本使用時間

若しくは基本使用期間（以下「基本使用」という。）」に，「第７条第２項

の規定により」を「，基本使用に係る使用料に併せて当該駐車に係る第７条

第２項の規定による」に，「第３項の規定により」を「第３項の規定による｣

に，「使用を」を「普通超過使用又は特定超過使用を」に改める。  

 第７条第１項中「使用料」を「基本使用の使用料の額」に改め，同項に次

のただし書を加える。  

  ただし，自転車に係る時間ぎめ使用の基本使用でその駐車時間が特定時

間（駐車開始時刻から規則で定める時刻までをいう。）以内である場合は，

当該使用に係る使用料は，無料とする。  

第７条第２項第１号中「日ぎめ使用の使用料」を「１の基本使用日の使用

料」に，「日ぎめ使用の日数」を「基本使用日の日数（当該日数の最後の普

通超過使用の日数が１日未満である場合又は普通超過使用した日数が１日未

満の場合は，これを１日とする。）」に改め，同項第２号中「時間ぎめ使用

の使用料」を「自転車等の別に応じて１の基本使用時間の使用料」に，「時



 

 

間ぎめ使用の回数」を「時間ぎめ使用の基本使用時間の回数」に，「時間に

６時間未満の端数がある」を「時間が１２時間未満である」に，「６時間未

満の場合」を「１２時間未満である場合」に改め，同条第４項中「普通超過

使用及び特定超過使用の使用料を含む」を「基本使用，普通超過使用及び特

定超過使用の使用料をいう」に改める。  

 附則第３項を次のように改める。  

３  調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例（平成３０年調布市条例第    号）の施行の日から規則で定める日

までの間における別表第１の規定の適用については，同表中  

 「  

調布市立調布東第２路上自転車駐車場  調布市布田３丁目５６番地４８  

                                 」  

 とあるのは，  

 「  

調布市立調布東第２路上自転車駐車場  調布市布田３丁目５６番地４８  

調布市立調布東代替自転車等駐車場  調布市布田３丁目４番地１  

」  

とする。  

別表第１調布市立調布南オートバイ駐車場の項を削り，同表に次のように

加える。  

調布市立西調布北第１自転車駐車場  調布市上石原１丁目２５番地７  

 別表第２額の欄中「額」を「使用料額」に改め，同表日ぎめ使用の部原動

機付自転車の項中「１５０」を「２００」に改め，同部自動二輪車の項中

「２００」を「３００」に改め，同表時間ぎめ使用の部に次のように加える。  

原動機付自転車  200 

自動二輪車  300 

 別表第２備考を次のように改める。  

 備考  この表の使用料額の欄の金額は，日ぎめ使用にあっては１の基本使

用日当たり，時間ぎめ使用にあっては１の基本使用時間当たりの金額と

する。  

 

 



 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は，平成３１年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲

げる規定は，当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 別表第１調布市立調布南オートバイ駐車場の項を削る改正規定  規則

で定める日  

 (2) 別表第１に調布市立西調布北第１自転車駐車場の項を加える改正規定  

規則で定める日  

 （適用区分）  

２  別に定めがあるものを除くほか，この条例による改正後の調布市立自転

車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は，前項本文に規定する日

の午前零時（以下「切替時刻」という。）以後の自転車，原動機付自転車

及び自動二輪車（以下「自転車等」という。）の駐車に係るものについて

適用し，切替時刻前の自転車等の駐車に係るものについては，なお従前の

例による。  

（委任）  

３  前項に規定するもののほか，この条例の施行に伴い必要な経過措置は，

規則で定める。  


